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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 
３．第61期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

４．第62期第１四半期連結会計期間より潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に当たり、
平成22年６月30日改正の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当
たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。当該
会計方針の変更は遡及適用され、第61期第２四半期連結累計期間及び第61期連結会計年度の潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益金額について遡及処理を行っております。 

  

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第61期 
第２四半期 
連結累計期間 

第62期 
第２四半期 
連結累計期間 

第61期 

会計期間 

自平成23年 
２月１日 
至平成23年 
７月31日 

自平成24年 
２月１日 
至平成24年 
７月31日 

自平成23年 
２月１日 
至平成24年 
１月31日 

売上高                （百万円）  49,476  59,666  102,973

経常利益              （百万円）  3,496  3,231  6,225

四半期（当期）純利益  （百万円）  2,514  1,882  3,904

四半期包括利益又は包括利益 
            （百万円） 

 2,469  1,924  3,844

純資産額              （百万円）  34,802  37,107  35,680

総資産額              （百万円）  77,388  75,978  79,774

１株当たり四半期（当期）純利益金額 
                          （円） 

 93.40  69.89  144.99

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益金額  （円） 

 93.27  69.67  144.67

自己資本比率              （％）  44.9  48.8  44.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー    （百万円） 

 △3,618  3,452  △1,808

投資活動による 
キャッシュ・フロー    （百万円） 

 41  1  144

財務活動による 
キャッシュ・フロー    （百万円） 

 299  △3,749  △1,262

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高  （百万円） 

 12,416  12,470  12,766

回次 
第61期 
第２四半期 
連結会計期間 

第62期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 

自平成23年 
５月１日 
至平成23年 
７月31日 

自平成24年 
５月１日 
至平成24年 
７月31日 

１株当たり四半期純利益金額 （円）  41.67  38.27

２【事業の内容】 
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 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 
 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
  
(1）業績の状況 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響が残る中、復興需要等を背景に、生
産、企業収益等に持ち直しの動きが見られ、個人消費も緩やかな増加に転じるなど、景気回復の動きが現れているも
のの、欧州政府債務危機を巡る海外景気の減速感の広がりや、電力供給の制約、デフレの影響等により景気が下押し
されるリスクも存在しており、また今後においては各種の増税政策や保険料負担の増加等の動向により、消費の先行
きの不透明感が残る状況にあります。 
当社グループが主体とする不動産業界においては、震災の影響がありながらも、住宅エコポイント制度や低金利政
策等の各種の住宅取得促進政策を背景に、新設住宅着工戸数が持ち直し、また地価下落傾向の底打ち感が現れており
ますが、その一方で供給過剰感が出始めており、在庫リスクが強まってきております。 
このような市場環境に鑑み、当社グループの主力である戸建住宅においては、適正な在庫回転率及び在庫水準維持
のための仕入・着工・販売のバランスの平準化、「長期優良住宅」認定住宅の標準仕様化、住宅性能評価書全棟取
得、東海及び関西地方へのエリア展開等を通じ、安定的な事業基盤の構築及び事業の拡大を図りました。 
その結果、売上高については想定以上に伸長することができましたが、土地仕入競争の激化並びに供給過剰気味な
市場の影響を受け、粗利益率は前年同期と比べ低下しました。 
販売費及び一般管理費においてはほぼ想定通りの水準を維持し、財務面においても最適資金調達の基本方針に沿っ
た財務活動を実施することにより、金融費用の低減を図ることができております。 
なお、前事業年度において繰越欠損金が解消されたことにより、税金費用が前年同期と比べて増加した結果、四

半期純利益は前年同期と比べ減少しました。 
 以上の事由により、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利
益は 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は

百万円（前年同期比 ％減）となりました。 
  
 セグメントの業績は次のとおりであります。 
  
①不動産分譲事業 
 戸建住宅においては、前年同期と比較して販売戸数が 戸増加したこと等により、戸建住宅に係る売上高は
億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。土地に係る売上高は７億 百万円（前年同期比 ％増）、建
築条件付戸建住宅に係る売上高は６億 百万円（前年同期比 ％減）、不動産分譲事業の周辺業務に係る売上高
は１億 百万円（前年同期比 ％減）となりました。これらにより、不動産分譲事業全体の売上高は 億 百万
円（前年同期比 ％増）となりました。 
②建築請負事業 
 建築請負事業に係る売上高は、 億 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 
③不動産賃貸事業 
 不動産賃貸事業に係る売上高は、１億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 
   

第２【事業の状況】 
１【事業等のリスク】 

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

596億66 20.6
35億14 11.0 32億31 7.6

18億82 25.1

353 566
51 24.9 16 21.3

67 64.4
15 1.3 581 51

21.3

13 42 2.3

71 3.8
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(2）財政状態の分析 
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末比で 百万円の減少とな
りました。これは主に、販売用不動産等のたな卸資産が 億 百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末比で 百万円の減少とな
りました。これは、主に不動産分譲事業における事業用地仕入資金として借り入れた借入金が 億 百万円減少した
こと、未払法人税等が９億 百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末比で 百万円の増加と
なりました。これは主に、前期の期末配当金５億 百万円に対し、四半期純利益 億 百万円を計上したこと等によ
るものであります。 

(3）キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は営業活動による資金の増加、
財務活動による資金の減少等により、期首残高に比べて 百万円減少し 百万円となりました。当第２四
半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 百万円、たな卸資産の減少額
百万円、法人税等の支払額 百万円、仕入債務の減少額 百万円等により、 百万円の増加となり
ました。前年同期と比較して、 億 百万円の増加であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入 百万円等により 百万円の増加
となりました。前年同期と比較して、 百万円の減少であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額 百万円、配当金の支払額 百万円等
により 百万円の減少となりました。前年同期と比較して、 億 百万円の減少であります。 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(5）研究開発活動 
 記載すべき重要な研究開発活動はありません。 

759億78 37億96
37 55

388億70 52億23
32 34

42

371億７ 14億27
11 18 82

２億96 124億70

32億24 37億55
21億97 12億42 34億52
70 71

１億29 １
40

29億79 ５億10
37億49 40 49
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年９月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。 

  

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。   

（注）１．新株予約権１個の目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、100株とします。た
だし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式の
株式無償割り当てを含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整します。 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・併合の比率 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合理
的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。 
上記調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てます。 

第３【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  107,346,224

計  107,346,224

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成24年７月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成24年９月11日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  26,965,956  26,965,956
東京証券取引所 
市場第一部 

単元株式数 
100株 

計  26,965,956  26,965,956 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

決議年月日  平成24年５月10日 

新株予約権の数（個）  603

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 60,300

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 

新株予約権の行使期間 
自 平成24年５月31日 
至 平成74年５月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   
資本組入額は会社計算規則第17条第１項に従い算出 
される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、 
計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを 
切り上げるものとする。 

426

新株予約権の行使の条件 （注）２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社 
取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３ 

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）４ 
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２．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 
(1）新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社又は子会社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとし
ます。行使できる新株予約権は、取締役の地位を喪失した当該会社における取締役の地位に基づき
割り当てを受けた新株予約権とします。 

(2）新株予約権の一部行使はできないものとします。 
(3）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認
の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主
総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該
承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)３に定める組
織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約
権が交付される場合を除くものとします。 

(4）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６ヶ月を
経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。 

(5）その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め
るところによります。 

３．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。 
当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社
が分割会社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場
合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行
為の発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立
の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換
につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。 
(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式とします。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式の種類及び数につき合理的な調整がなされた
数とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てるとします。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に
上記(3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得ら
れる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とします。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の
行使期間の満了日までとします。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切上げるものとします。 
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。 

(8）新株予約権の行使条件 
上記(注)２に準じて決定するとします。 

(9）新株予約権の取得条項 
下記(注)４に準じて決定するとします。 
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４．新株予約権の取得条項に関する事項は次のとおりであります。 
当社は、以下(1）、(2）、(3）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場
合は当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができ
るものとします。 
(1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
(2）当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 
(3）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 

  

  

（注）上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、 千株
であります。また、上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業

務に係る株式数は、 千株であります。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

（４）【ライツプランの内容】 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成24年５月１日～ 
平成24年７月31日 

 －  26,965,956  －  7,818  －  8,109

（６）【大株主の状況】 
  平成24年７月31日現在

氏名又は名称 住   所 所有株式数 
（千株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 
（％） 

株式会社バンブーフィールド 東京都杉並区西荻北３丁目30－11  8,562  31.75

有限会社一商事 東京都西東京市柳沢１丁目６－３  3,760  13.94

佐々野 俊彦 東京都杉並区  800  2.96

東栄住宅取引先持株会 
東京都西東京市芝久保町４丁目26－3 
株式会社東栄住宅総務部内 

 565  2.09

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）（注） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号  542  2.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口）（注） 

東京都中央区晴海１丁目８－11  490  1.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口９） 

東京都中央区晴海１丁目８－11   416  1.54

飯田 一男 東京都杉並区  338  1.25

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 
（常任代理人 株式会社みずほコーポ
レート銀行決済営業部） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 
（東京都中央区月島４丁目16－13） 

 213  0.79

東栄住宅従業員持株会 東京都西東京市芝久保町４丁目26－3  176  0.65

計 －  15,866  58.83

460

297
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①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,300株（議決権の数13
個）含まれております。 

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。 

  
②【自己株式等】 

（注） 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が560株（議決権の数５個）ありま
す。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に500株含まれており、「単
元未満株式」の欄に60株含まれております。 

  

該当事項はありません。  

（７）【議決権の状況】 

  平成24年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 
普通株式 

 14,400

－ － 

完全議決権株式（その他）（注）１ 
普通株式 

 26,867,800
 268,678 － 

単元未満株式（注）２ 
普通株式 

 83,756
－ － 

発行済株式総数  26,965,956 － － 

総株主の議決権 －  268,678 － 

  平成24年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社東栄住宅 
東京都西東京市芝久保
町四丁目26番３号 

 14,400 －  14,400  0.05

計 －  14,400 －  14,400  0.05

２【役員の状況】 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年５月１日から平
成24年７月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年２月１日から平成24年７月31日まで）に係る四半期連
結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。  

第４【経理の状況】 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 12,766 12,470 
販売用不動産 15,550 13,174 
仕掛販売用不動産 32,334 31,690 
未成工事支出金 5,066 4,330 
その他 886 1,209 
貸倒引当金 △1 － 

流動資産合計 66,602 62,875 
固定資産   
有形固定資産   
建物 4,730 4,779 
土地 8,360 8,250 
その他 475 513 
減価償却累計額 △1,708 △1,773 

有形固定資産合計 11,858 11,771 
無形固定資産 195 164 
投資その他の資産   
投資有価証券 544 608 
その他 603 588 
貸倒引当金 △30 △30 

投資その他の資産合計 1,117 1,167 

固定資産合計 13,171 13,103 

資産合計 79,774 75,978 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び営業未払金 11,766 10,524 
短期借入金 26,836 23,856 
1年内返済予定の長期借入金 426 343 
未払法人税等 2,232 1,290 
賞与引当金 53 72 
その他 1,192 1,372 
流動負債合計 42,509 37,459 

固定負債   
長期借入金 631 459 
退職給付引当金 491 517 
保証工事引当金 306 305 
その他 155 129 
固定負債合計 1,585 1,411 

負債合計 44,094 38,870 
純資産の部   
株主資本   
資本金 7,811 7,818 
資本剰余金 8,103 8,109 
利益剰余金 19,577 20,948 
自己株式 △40 △41 

株主資本合計 35,451 36,835 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 188 230 
その他の包括利益累計額合計 188 230 

新株予約権 40 41 
純資産合計 35,680 37,107 

負債純資産合計 79,774 75,978 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 49,476 59,666 
売上原価 41,495 51,704 
売上総利益 7,980 7,961 
販売費及び一般管理費 ※  4,030 ※  4,447 

営業利益 3,949 3,514 

営業外収益   
受取利息及び配当金 18 20 
受取保険金 19 7 
還付加算金 6 － 
その他 9 7 
営業外収益合計 53 35 

営業外費用   
支払利息 314 221 
融資手数料 118 71 
その他 74 25 
営業外費用合計 507 318 

経常利益 3,496 3,231 
特別利益   
固定資産売却益 1 0 
退職給付制度改定益 249 － 

特別利益合計 251 0 
特別損失   
固定資産売却損 14 6 
減損損失 － 0 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 － 

特別損失合計 19 7 

税金等調整前四半期純利益 3,728 3,224 
法人税、住民税及び事業税 798 1,256 
法人税等調整額 414 84 
法人税等合計 1,213 1,341 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,514 1,882 

四半期純利益 2,514 1,882 
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,514 1,882 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △45 41 

その他の包括利益合計 △45 41 

四半期包括利益 2,469 1,924 
（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 2,469 1,924 
少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 3,728 3,224 
減価償却費 129 129 
引当金の増減額（△は減少） △267 41 
受取利息及び受取配当金 △18 △20 
支払利息 314 221 
たな卸資産の増減額（△は増加） △7,285 3,755 
仕入債務の増減額（△は減少） △311 △1,242 
その他 431 △260 

小計 △3,278 5,847 

利息及び配当金の受取額 18 20 
利息の支払額 △317 △218 
法人税等の支払額 △39 △2,197 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,618 3,452 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の売却による収入 166 129 
その他 △125 △128 

投資活動によるキャッシュ・フロー 41 1 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,683 △2,979 
長期借入金の返済による支出 △1,252 △254 
配当金の支払額 △1,126 △510 
その他 △4 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー 299 △3,749 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,276 △296 

現金及び現金同等物の期首残高 15,692 12,766 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  12,416 ※  12,470 

8875/2013年-14-



  

 該当事項はありません。 
  

【会計方針の変更等】 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年２月１日 至 平成24年７月31日)  

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 
第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30
日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）及
び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しておりま
す。 
この適用により潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストック・オプションの権利行使により払
い込まれた場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を
含めて算定しております。 
また、前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の数値は、当該会計方針の変更を反
映した遡及修正後の数値を記載しております。 
なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【追加情報】 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年２月１日 至 平成24年７月31日)  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 
第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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該当事項はありません。 
  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
おりであります。 

  

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年２月１日 
至 平成24年７月31日） 

支払手数料 877百万円 1,133百万円 
広告宣伝費 521 563
従業員給料及び手当 1,124 1,128
賞与引当金繰入額 49 55
退職給付費用 29 68

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年２月１日 
至 平成24年７月31日） 

現金及び預金勘定 12,416百万円 12,470百万円 

現金及び現金同等物 12,416 12,470
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31日） 
配当に関する事項 
(1）配当金の支払額 

(注）１株当たり配当額40円には、創立60周年に伴う記念配当10円が含まれております。 
  
(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力
発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年２月１日 至 平成24年７月31日） 
配当に関する事項 
(1）配当金の支払額 

  
(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力
発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

（株主資本等関係） 

決議 株式の種類 配当金の総額 （百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年４月26日 
定時株主総会 

普通株式  1,076  40 平成23年１月31日 平成23年４月27日 利益剰余金 

決議 株式の種類 配当金の総額 （百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年９月２日 
取締役会 

普通株式  511  19 平成23年７月31日 平成23年９月30日 利益剰余金 

決議 株式の種類 配当金の総額 （百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年４月24日 
定時株主総会 

普通株式  511  19 平成24年１月31日 平成24年４月25日 利益剰余金 

決議 株式の種類 配当金の総額 （百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年９月３日 
取締役会 

普通株式  512  19 平成24年７月31日 平成24年９月28日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31日） 
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま
す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る一般管理費等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年２月１日 至 平成24年７月31日） 
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま
す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る一般管理費等であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

不動産分譲 
事業 

建築請負 
事業 

不動産賃貸 
事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  47,935  1,374  165  49,476  －  49,476

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  6  171  －  178  △178  －

計  47,942  1,546  165  49,654  △178  49,476

セグメント利益  4,874  11  71  4,957  △1,007  3,949

△1,007

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

不動産分譲 
事業  

建築請負 
事業  

不動産賃貸 
事業  計 

売上高             

外部顧客への売上高  58,151  1,342  171  59,666  －  59,666

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  4  105  －  109  △109  －

計   58,156  1,448  171  59,776  △109   59,666

セグメント利益  4,460  12  77  4,550  △1,036  3,514

△1,036
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。 

（会計方針の変更） 
 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６
月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月
30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用
しております。 
 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ
プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評
価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 
 これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額は、 円 銭になります。 
  

 該当事項はありません。 
  

 平成24年９月３日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 
 （イ）配当金の総額…………………………………………512百万円 
 （ロ）１株当たりの金額……………………………………19円 
 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成24年９月28日 
（注）平成24年７月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主、もしくは登録された質権者に対し、支払いを

行います。 
  

（１株当たり情報） 

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年２月１日 
至 平成24年７月31日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 93 40 円 銭 69 89

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  2,514  1,882

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  2,514  1,882

普通株式の期中平均株式数（千株）  26,926  26,940

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 93 27 円 銭 69 67

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  37  83

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要 

 －  －

93 24

（重要な後発事象） 

２【その他】 
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 該当事項はありません。 
  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東栄
住宅の平成２４年２月１日から平成２５年１月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２４年５月１
日から平成２４年７月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２４年２月１日から平成２４年７月３１日まで）
に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四
半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論 
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東栄住宅及び連結子会社の平成２４年７月３１日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２４年９月１１日

株式会社東栄住宅 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 山口 光信  印 

  指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 柴田 憲一  印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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